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  規   則   

規 則 第  ７９  号   

令和 ３ 年１０月２９日   

 

 熊本市住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の一部を改正する

規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の一部を改正

する規則 

 

 熊本市住民基本台帳に係る個人情報の保護に関する条例施行規則（平成１６年規則

第３８号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条各号を次のように改める。 

(1) 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号。以下「法」という。）第１５条の

４第１項に規定する除票の写し等の交付の請求 

(2) 法第２１条の３第１項に規定する戸籍の附票の除票の写しの交付の請求 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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規 則 第  ８０  号   

令和 ３ 年１０月２９日   

 

 びぷれす熊日会館月極駐車場の貸付けに関する規則を公布する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   びぷれす熊日会館月極駐車場の貸付けに関する規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、本市が持分を有するびぷれす熊日会館駐車場の月極契約駐車区

域（以下「月極駐車場」という。）の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

 （月極駐車場の貸付け） 

第２条 月極駐車場の貸付けについては、びぷれす熊日会館駐車場共有者会（本市を

含むびぷれす熊日会館駐車場の共有者で締結したびぷれす熊日会館駐車場の管理運

営にかかわる協定書（以下「協定書」という。）第２条の共有者会をいう。）又は

その委託する者を通じ、びぷれす熊日会館駐車場管理規程（協定書第１３条の規定

に基づき同駐車場の管理及び使用に関する事項等を定めた規程をいう。）に定める

ところにより行うものとする。 

 （熊本市財産規則との関係） 

第３条 前条の貸付けについては、熊本市財産規則（昭和３９年規則第５２号）第  

２０条から第２５条までの規定は、適用しない。 

 

附 則 

 この規則は、令和３年１１月１日から施行する。 

 

 

 

 



令和 3 年 11 月 30 日      熊 本 市 公 報          第 1453 号 

 

- 381 - 

 

規 則 第  ８１  号   

令和 ３ 年１１月 ５ 日   

 

 熊本市特定教育・保育等の利用者負担額を定める規則の一部を改正する規則を公布

する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市特定教育・保育等の利用者負担額を定める規則の一部を改正する規則 

 

 熊本市特定教育・保育等の利用者負担額を定める規則（平成２７年規則第５０号）

の一部を次のように改正する。 

 

 別表第１備考第６項第１号中「次のア又はイに掲げる」を「特定被監護者等のうち

２番目の年長者である」に改め、同号ア及びイを削り、同項第２号を次のように改め

る。 

   (2) 特定被監護者等（そのうち最年長者及び２番目の年長者である者を除く。）

である満３歳未満保育認定子ども ０円 

 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、令和３年１０月１日から適用する。 
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  訓   令   

訓 令 第  １０  号   

令和 ３ 年１０月２６日   

 

 熊本市情報政策の推進に関する訓令の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市情報政策の推進に関する訓令の一部を改正する訓令 

 

 熊本市情報政策の推進に関する訓令（平成２２年訓令第１１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 第８条第３項中「各局等の長、上下水道事業管理者、交通事業管理者、病院事業管

理者、教育次長、議会局長、会計管理者、監査事務局長、人事委員会事務局長、熊本

市選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長及び統括責任者補佐」を「総務局長、

政策局長、財政局長及び審議事項に関係する局長（これに相当する職にある者を含

む。）」に改める。 

 第９条第３項中「総務局行政管理部長」を「行政管理部長」に改める。 

 第１０条中第３項を削り、第４項を第３項とし、同項の次に次の１項を加える。 

４ 調整部会は、部会長が指名する職員をもって構成する。 

 第１０条第６項中「、幹事長の指示により」を削る。 

 

附 則 

この訓令は、令和３年１１月１日から施行する。 
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  告   示   

告 示 第 ６９７ 号   

令和 ３ 年１０月２６日   

 

 熊本市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年熊本市条例第１号）

第６条の規定に基づき、令和２年度（２０２０年度）人事行政の運営等の状況につい

て、次のとおり公表する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   
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